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平成３０年度 事業計画  

 

我が国経済の状況は、安倍政権の積極的な財政支出と２０２０年の東京  

オリンピック・パラリンピックを見据えた明るい見通しも加わり、総体的には

景気回復軌道に乗っており、アベノミクス効果が着実に現れているものと思料

されますが、我々、中小企業にとりましてはまだまだ満足できる状況には  

ありません。 

こうした状況から脱却するためには、何といっても経済波及効果が大きい  

大阪万博の開催です。本年 11 月の開催地決定に向け、政府を中心に活発な  

誘致活動が展開されております。 

おりしも、３５カ国から３万人が参加する「２０１９年 G２０サミット首脳

会議」が、大阪南港の「インテックス大阪」で開催されることが決定しました。

このことは、万博誘致成功に有為な影響を与えることとなります。 

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックと２０２５年の大阪万博の

東西ビックプロジェクトを連続的に実施することにより、関西・大阪は   

もとより、オールジャパンの景気浮揚が確実なものとなるよう強く念願する 

ものです。 

こうした中、当連合会といたしましては、公益事業として継続する事業は 

もとより、会員団体に有益な各般の事業を展開いたしますとともに、一般社団

法人として、大阪府・大阪市をはじめ関係機関との連携をより深め、企業活動

に有益な情報提供事業や将来の卸売業を担っていく人材育成事業等を実施 

してまいります。 

会員の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援・ご協力を賜ります  

よう願い申し上げます。 

平成３０年度は、次の事業を実施してまいります。 
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１．業界振興事業 

 （１）経営セミナー 

    企業経営者、企業の後継者又は経営幹部等を対象に、企業経営に  

必要な経済情勢、社会情勢などの幅広い知識の習得及び異業種交流を 

通じて、卸売業界の発展に資するためセミナーを開催する。 

 （２）次世代人材発掘事業（インターンシップ事業） 

    次代の大阪の卸売業界を担うべき若年層の人材の発掘・確保を行い 

業界の活性化を図る目的で実施する。 

    連携大学：大阪経済大学  

実習期間：平成３０年８月４日（土）～９月２０日（木）の間で、 

１～２週間程度（実働５～１０日間） 

    実習対象：２～４年生 

 （３）異業種連携振興事業 

    異業種の会員団体が連携・協同して行う事業及び販路開拓の研究会等

への講師の紹介等の支援を行う。 

（４）新年互礼会 

   新しい年のスタートにあたり、会員相互の交流及び異業種交流の  

促進並びに親睦を深めるために新年互礼会を開催する。 

（５）協賛・後援事業 

   会員団体、関係団体等が実施する各種事業に対して協賛・後援を  

行うとともに、関係団体等との協力連携を図る。 

（６）渉外活動 

   国、大阪府、大阪市などの関係機関及び関係団体との連携の強化を 

図り、卸売業界への現状の理解を求める活動及び卸売業界の参考となる

情報提供を行うため渉外活動を行う。 
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２．人材育成事業 

 （１）海外研修 

    卸売企業の発展に必要な貿易投資等に関する海外情報の収集及び 

市場の現地調査等を行い国際的な知識の習得に資するため実施する。 

 （２）Ｔシャツデザイン画コンテスト（公益事業） 

    大阪文化のアピール、文化の向上と感性豊かな人材の育成を図り、 

大阪の卸売業界の将来を担う人材の育成及び大阪を活力ある都市と 

することを目的として、大阪府内のデザイン専門学校等の学生を対象に

大阪のアイデンティティともいえる“おもろい”をテーマに「Ｔシャツ

デザイン画」コンテストを大阪問屋街活性化協議会との共催で実施する。 

 （３）新入社員研修（公益事業） 

    卸売企業の新入社員を対象に、卸売企業の社員としての心構えや  

社会人として必要な知識の習得のための研修を行う。 

 （４）中堅幹部研修（公益事業） 

    卸売業界の中堅幹部社員を対象にその時々のテーマにより、中堅幹部

社員としての心構えや必要な知識の習得や人事管理等の仕事の管理、 

人の管理に関するマネジメント能力向上のための研修を行う。 

（５）e ラーニングサービス事業 

    当連合会が、主として大阪産業創造館において開催する各種研修会や

セミナーに地理的制約或いは時間的制約により参加出来ない方々や、 

社員として、また社会人として持つべき必要な知識や技能を向上したい

方々に対して、会社や自宅において、自由な時間に学習できる e ラーニ

ングサービス（７シリーズ・４６タイトル）を提供する。 

①  Microsoft Office シリーズ １４タイトル 

     ・Microsoft Office の基本から実践まで「使える」操作スキルの  

習得を目指します。 

     ・ビジネスシーンで多用される機能に重点を置いた内容で、即戦力

を身につけます。 
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②  ビジネス入門シリーズ ５タイトル 

      ・ビジネスパーソンの基本である「自己管理」「組織の一員として

の働き方」を楽しく学びます。 

     ・業種業態を問わず、ビジネスパーソンが最低習得しておくべき 

考え方や心構え、ビジネスを円滑に進めていく手法に関する基礎

知識を学習します。 

    ③ 店舗スタッフトレーニングシリーズ １７タイトル 

          ・店舗で働くすべてのスタッフの戦力アップを支援します。 

     ・店舗業務に携わる様々な階層のスタッフが最低限習得して   

おくべき考え方や心構え、業務を円滑に進めていくための知識や  

スキルに関する基礎知識を学習します。 

    ④ ＣＳＲエッセンシャルシリーズ ６タイトル 

      ・ＣＳＲ（企業の社会的責任）、個人情報保護法、情報セキュリ     

ティ、品質管理などに関する基本的な考え方、対処方法に   

ついて学習します。 

    ⑤ 内部統制シリーズ １タイトル 

       ・日本版ＳＯＸ法に関する基礎知識や対応方法を学習するための 

教材です。 

      ・事例をベースに解説し、内部統制の意義や実施における現場の

理解と協力の必要性を学びます。 

    ⑥ マイナンバーシリーズ １タイトル 

           ・平成２８年１月から運用が開始されたマイナンバー制度に  

ついて、概要、利用、取り扱い上の注意、特定個人情報の    

取り扱い等を学習します。 

    ⑦ メンタルヘルスケア ２タイトル 

     ・メンタルヘルスの重要性と社会的背景の理解及び組織マネジメン 

       トにおける当領域についての知識を身につけます。 
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 （６）事務局職員研修 

    会員団体の事務局職員を対象に円滑な団体運営を行うための知識の

習得及び事務局職員間の情報交換を図り、会員相互の交流の活性化を 

目的として研修を実施する。 

 （７）人材育成支援事業 

    会員団体が実施する人材育成の為の研修会等に講師の紹介などを 

通じて支援を行う。 

 

３、情報収集提供事業 

 （１）各種情報の収集・提供事業 

    連合会、会員団体及び関係団体が行うイベント、セミナー、研修等の

事業を周知し、卸売企業の参加促進を図るとともに、行政機関、関係   

機関の発行する資料等大阪の卸売業界に役立つ情報をホームページへ

掲載するとともに、紙媒体、メール、FAX 等により、卸売業界の発展に  

資するための情報を積極的に発信する。 

 （２）会報誌の発行 

    連合会事業の報告、会員団体相互の交流及び情報交換を進める場と 

して、また、国・大阪府・大阪市等からの情報発信を会報誌の発行を  

通じて行う。 

 

４、ＯＡ・情報化対策事業 

 （１）ＩＴ（パソコン）の研修（公益事業） 

    卸売業のＯＡ化に伴う業務の効率化のためパソコン研修を実施する。 

 （２）ＯＡセミナー（公益事業） 

    ＩＴの有効活用により経営刷新、経営基盤の強化等の促進を図るため、 

   様々なテーマでＯＡセミナーを実施する。 

（３）業務改善・システム開発等に関する無料相談窓口の設置 

   会員団体・会員団体傘下の企業が、ＩＴを活用しての業務改善や    

システム開発などに関する「無料相談窓口」を常設する。 
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   併せて、会員団体及び卸売企業が開設するホームページへの支援を 

行う。 

 

５、表彰事業 

 （１）連合会表彰 

    卸売業関係の発展に顕著な功績のあった団体役員、団体職員並びに 

卸売の企業活動に功績のあった事業所及び社員（従業員）を顕彰し、  

関係者のモチベーションの向上と団体活動や企業の発展に寄与する 

ため表彰事業を行う。 

 （２）各種表彰の推薦 

    卸売団体の活動や卸売企業の発展に寄与するため、大阪府・大阪市の

表彰事業（大阪府憲法記念日知事表彰、大阪府商工関係者表彰、大阪  

市民表彰等）に会員団体役員、企業及び社員等の推薦を行う。 

 

６、福利厚生事業 

  卸売業経営者及び従業員の福利厚生に資するため共済年金制度を   

実施する。 

 

７、会議 

 （１）定時会員総会 

    ６月に定時会員総会（通常総会）を開催するほか、必要がある場合に

臨時の会員総会を開催する。 

 （２）理事会 

 総会に付議すべき事業、その他業務執行に必要な案件について   

審議するため理事会を３回（６月、１０月、３月）開催する。 

 （３）その他 

    事業の円滑な執行を図るため、会員団体事務局職員会議等を必要に 

応じて開催する。 

 


